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県及び薩摩川内市の説明項目について

県 薩摩川内市

■県及び市の避難計画の概要 ○ＰＡＺ及びＵＰＺ内の基本情報

・人口，世帯数，避難先等

■各事態（情報収集事態／警戒事態／施

設敷地緊急事態／全面緊急事態／放射

性物質放出後）に応じた防護措置及び

国・県・市の体制

■ＰＡＺ内の各事態に応じた対応・取組 （市の対応・取組）

警戒事態 ○情報収集，連絡体制

⇒要配慮者の避難準備 ○住民への情報提供

・車両の手配，避難所の開設準備の ○要配慮者の避難準備

依頼，避難経路の確認，児童等の ・要配慮者への初動対応，福祉車

引渡し，住民への情報提供等 両の手配，屋内退避施設運用等

施設敷地緊急事態 ○住民への情報提供

⇒要配慮者の避難等開始 ○要配慮者の避難等開始

⇒一般住民の避難準備 ・市職員の対応，消防機関の対応

・避難所開設の依頼，医療機関等及 避難先との連携等

び在宅の避難行動要支援者の避難

開始，児童等の避難先での引渡，

住民への情報提供等

全面緊急事態 ○住民への情報提供

⇒一般住民の避難開始 ○一般住民の避難開始

・住民避難，避難所運営，住民への ・市職員の対応，消防機関の対応

情報提供等 避難先との連携等

■ＵＰＺ内の対応・取組 ○住民への情報提供

・各事態における防護措置 ○一般住民の避難開始

・ＵＰＺ内の避難の実施 ・市職員の対応，消防機関の対応

・避難等調整システムの運用 ・避難先との連携等

・避難退域時検査所の設置・運営等
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避難計画の概要

○防災基本計画（中央防災会議（内閣府）：災害対策基本法）
○原子力災害対策指針（原子力規制委員会：原子力災害対策特別措置法）

川内地域の緊急時対応
（内閣府とりまとめ）

県計画を
踏まえて
策定・修正

地域原子力防災協議会（内閣府主導）
において避難計画をベースに取りまとめ

・原子力防災体制
・原子力災害応急対策
・原子力防災訓練の実施 等

・原子力防災体制
・原子力災害応急対策
・原子力防災訓練の実施 等

市町村地域防災計画
（原子力災害対策編）

・避難対象人口・世帯数
・避難所
・避難経路，集合場所 等

市町村避難計画原子力防災訓練の実施

避難経路等を具体的に規定

避難車両，避難道路など
のハード整備等

実効性担保
のため

県地域防災計画
（原子力災害対策編）

具体化

反
映

反
映
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全面緊急事態に至るまでの危機管理体制の移行

【国】

オフサイトセンター

警戒事態（AＬ(*1)）（震度6以上の地震 等）

施設敷地緊急事態（ＳＥ(*2)）（原子炉冷却材漏えいによる非常用炉心冷却装置作動 等）

全面緊急事態（ＧＥ(*3)）（原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能 等）

【国】 【県・薩摩川内市】

原子力災害対策本部
（知事・市長）

規制委員会・内閣府
原 子 力 事 故
合 同 対 策 本 部
（原子力防災担当大臣

・原子力規制委員長）

原子力災害対策本部

（内閣総理大臣）

規制委員会・内閣府
原 子 力 事 故
合 同 現 地 対 策 本 部

（原子力防災担当副大臣）

原子力災害
現地対策本部

(原子力防災担当副大臣)

原子力災害
現地対策本部
（副知事・副市長）

規制委員会・内閣府
原 子 力 事 故
合 同 警 戒 本 部
（原子力規制庁長官

・内閣府政策統括官）

規制委員会・内閣府
原 子 力 事 故
合 同 現 地 警 戒 本 部

(原子力規制事務所副所長)

現地事故対
策連絡会議

合同対策
協議会

緊急時モニタリングセンター（ＥＭＣ）

［自動設置］

［自動設置］

※（ ）は本部長

＊１（ＡＬ：Alarm） ＊２（ＳＥ：Site area Emergency） ＊３（ＧＥ：General  Emergency）

情報収集事態（薩摩川内市で震度５弱以上の地震 等）

原子力災害警戒本部
（(総括）危機管理監）

規制委員会・内閣府
原子力合同警戒本部

【県・薩摩川内市】

6



( ) 

15 

7



UPZ
5km 30km 

/h/h

OIL

/h

1

1
OIL2

1 OIL6
OIL1

OIL6

OIL4

UPZ
30km

1

1

UPZ

OIL( Operational Intervention Level)
9

8



9


